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改 正 現 行 備 考 
改正等一覧表 

 

追録番号 適用年月日 番  号 備  考 

 平成１５年１２月２５日 国空保第４１２号 制  定 

１ 平成１７年 ８月１７日 国空保第２０２号 一部改正 

２ 平成１８年 ６月１４日 国空保第 ８７号 一部改正 

３ 平成１９年１２月 ５日 国空保第３３９号 一部改正 

４ 平成２０年１０月３０日 国空保第３８３号 一部改正 

５ 平成２１年１０月３０日 国空保第３８９号 一部改正 

６ 平成２３年 ７月 １日 国空保第１７１号 一部改正 

７ 平成２４年 ４月 ６日 国空交企第５１３号 一部改正 

８ 平成２５年 ３月 ４日 国空交企第５９３号 一部改正 

９ 平成２６年 １月１７日 国空交企第４８９号 一部改正 

１０ 平成２７年 ３月２７日 国空交企第６６６号 一部修正 

１１ 平成３０年 ３月２７日 国空管技第７０２号  一部改正 

１２ 令和 元年 ８月１３日 国空管技第１６８号 一部改正 

１３ 令和 ３年 ４月 １日 国空管技第８８９号 一部改正 

１４ 令和 ４年 ３月３１日 国空管技第７７０号 一部改正 

１５ 
令和 ４年１１月２２                                           

日 
国空管技第４７６号 一部改正 

改正等一覧表 
 

追録番号 適用年月日 番  号 備  考 

 平成１５年１２月２５日 国空保第４１２号 制  定 

１ 平成１７年 ８月１７日 国空保第２０２号 一部改正 

２ 平成１８年 ６月１４日 国空保第 ８７号 一部改正 

３ 平成１９年１２月 ５日 国空保第３３９号 一部改正 

４ 平成２０年１０月３０日 国空保第３８３号 一部改正 

５ 平成２１年１０月３０日 国空保第３８９号 一部改正 

６ 平成２３年 ７月 １日 国空保第１７１号 一部改正 

７ 平成２４年 ４月 ６日 国空交企第５１３号 一部改正 

８ 平成２５年 ３月 ４日 国空交企第５９３号 一部改正 

９ 平成２６年 １月１７日 国空交企第４８９号 一部改正 

１０ 平成２７年 ３月２７日 国空交企第６６６号 一部修正 

１１ 平成３０年 ３月２７日 国空管技第７０２号  一部改正 

１２ 令和 元年 ８月１３日 国空管技第１６８号 一部改正 

１３ 令和 ３年 ４月 １日 国空管技第８８９号 一部改正 

１４ 令和 ４年 ３月３１日 国空管技第７７０号 一部改正 

１５ 
令和 ４年１１月２２                                           

日 
国空管技第４７６号 一部改正 
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改 正 現 行 備 考 

１６ 
令和 ５年１２月２７                                          

日 
国空管技第５３５号 一部改正 
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改 正 現 行 備 考 
航空障害灯／昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領 

 

目 次 
 

   （略） 

 

 

第１章 ～ 第8章 
 

   （略） 

 

 

第9章  窓口 
 

  （１）航空障害灯／昼間障害標識の設置等に関する連絡・相談窓口 

航空障害灯／昼間障害標識の設置等に関する連絡・相談は、以下の窓口へご連絡ください。 

   ○東京航空局保安部航空灯火･電気技術課 監理係 

   

 （略） 

 

   ○大阪航空局保安部航空灯火･電気技術課 指導第一係 

【愛知県－岐阜県－富山県以西の物件（ただし、空港等周辺を除く）】 

 （削る） 

 

 

 

       ＴＥＬ ０６－６９３７－２７６６ 

              ＦＡＸ ０６－６９３７－２７８９ 

       ＨＰ  https://www.cab.mlit.go.jp/wcab 

       受付時間 09：00～12：00、13：00～17：00（休日を除く月曜日から金曜日）」 

 
  （２）空港等の周辺における設置等に関する確認 
 

 （略） 

 
付録１ 
 
 

○国土交通省告示第１４７８号 

 航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第百三十二条の二第一項第四号の規定に基づき、昼

間障害標識を設置しなければならない架空線を定める告示を次のように定める。 

 平成十七年十二月二十六日 

                               国土交通大臣 北側 一雄 

 昼間障害標識を設置しなければならない架空線を定める告示 

１ 航空法施行規則（以下「規則」という。）第百三十二条の二第一項第四号の告示で定める架空線は、次

の各号に掲げるものとする。 

一～四 (略) 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる架空線は、規則第百三十二条の二第一項第四号の架空線に含まれ

ないものとする。 

一～四 (略)  

航空障害灯／昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領 

 

目 次 
 

   （略） 

 

 

第１章 ～ 第8章 
 

   （略） 

 

 

第9章  窓口 
 

  （１）航空障害灯／昼間障害標識の設置等に関する連絡・相談窓口 

航空障害灯／昼間障害標識の設置等に関する連絡・相談は、以下の窓口へご連絡ください。 

   ○東京航空局保安部航空灯火･電気技術課 監理係 

   

 （略） 

 

   ○大阪航空局保安部航空灯火･電気技術課 指導係 

【愛知県－岐阜県－富山県以西の物件（ただし、空港等周辺を除く）】 

 ≪令和４年１２月４日まで≫ 

       ＴＥＬ ０６－６９４９－６５２７ 

              ＦＡＸ ０６－６９４９－３５９０ 

 ≪令和４年１２月５日以降≫ 

       ＴＥＬ ０６－６９３７－２７６６ 

              ＦＡＸ ０６－６９３７－２７８９ 

       ＨＰ  https://www.cab.mlit.go.jp/wcab 

       受付時間 09：00～12：00、13：00～17：00（休日を除く月曜日から金曜日） 

 

  （２）空港等の周辺における設置等に関する確認 
 

 （略） 

 

付録１ 
 
 

○国土交通省告示第１４７８号 

 航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第百三十二条の二第一項第四号の規定に基づき、昼間障害

標識を設置しなければならない架空線を定める告示を次のように定める。 

 平成十七年十二月二十六日 

                               国土交通大臣 北側 一雄 

 昼間障害標識を設置しなければならない架空線を定める告示 

１ 航空法施行規則（以下「規則」という。）第百三十二条の二第一項第四号の告示で定める架空線は、次の各号

に掲げるものとする。 

一～四 (略) 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる架空線は、規則第百三十二条の二第一項第四号の架空線に含まれないも

のとする。 

一～四 (略)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪航空局

の担当係の

役職名変更

および旧連

絡先削除 
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改 正 現 行 備 考 
（「次の図」は、省略し、その図面を東京航空局及び大阪航空局に備え置いて縦覧に供するとともに、インタ

ーネットの利用により公表する。） 

 

 

付録２～付録１３ (略) 
 

付録１４  
航空障害灯及び昼間障害標識の設置について（届出）等の記入要領 

 

１.～１０. （略） 

１１．提出先 
  ① 東京航空局 
         （略） 
 
  ② 大阪航空局 
 （削る） 
 
 
 
 
 
     〒５４０－８５５９ 大阪市中央区大手前３－１－４１  大手前合同庁舎 
        大阪航空局 保安部 航空灯火･電気技術課 
        ＴＥＬ ０６－６９３７－２７６６ 

      届出書類作成にあたり不明の場合は、上記に照会願います。 
      なお、届出書は各管轄空港事務所を経由して提出することができます。 
  １２．その他 
         （略） 
 

（「次の図」は、省略し、その図面を東京航空局及び大阪航空局に備え置いて縦覧に供する。） 

 

 

 

付録２～付録１３ (略) 
 

付録１４  
航空障害灯及び昼間障害標識の設置について（届出）等の記入要領 

 

１～１０ （略） 

１１．提出先 

  ① 東京航空局 
         （略） 
 
  ② 大阪航空局 
 ≪令和４年１２月４日まで≫ 
     〒５４０－８５５９ 大阪市中央区大手前４－１－７６  大阪合同庁舎第４号館 
        大阪航空局 保安部 航空灯火･電気技術課 
        ＴＥＬ ０６－６９４９－６５２７ 
 ≪令和４年１２月５日以降≫ 
     〒５４０－８５５９ 大阪市中央区大手前３－１－４１  大手前合同庁舎 
        大阪航空局 保安部 航空灯火･電気技術課 
        ＴＥＬ ０６－６９３７－２７６６ 

      届出書類作成にあたり不明の場合は、上記に照会願います。 
      なお、届出書は各管轄空港事務所を経由して提出することができます。 
  １２．その他 
         （略） 
 

 

従来の縦覧

方 法 に 加

え、インタ

ーネットで

の公表を追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪航空局

の旧連絡先

削除 

 

 


